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この度は、意見提出の機会をいただきありがとうございます。 

他人の通信を媒介しない一般的なコンテンツ配信事業に関しては、業務改善命令の適用除

外であるため当指針の対象外であること。また通信の秘密に関しても、一方当事者であるコ

ンテンツ配信事業者の同意によって違法性が阻却されるということを前提とした上で、当

指針の対象となる事業モデルも想定されることから以下のように意見を提出させていただ

きます。 

何卒ご検討の程お願いいたします。 

 

（１）全般に関する意見 

業務改善命令の発動においては、形式的な違反でなく通信の秘密の趣旨であるプライバシ

ー保護等の根源的な価値の侵害を観点とした適用を期待する。また不確実性が高く変化の

早い IT 社会の重要なインフラである電気通信事業においては、法の欠缺や法の遅れが発生

することが多いため、正当性の原則を明確にした上で、目的に応じて適応する比例性原則を

考慮した柔軟な運用を期待する。 


